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東黒部小学校屋上防水シート部分塗装他修繕 令和4年3月6日 株式会社　松伸 543,334 543,334

この修繕は東黒部小学校の屋上防水シートを修繕するものです。現在当該防水
シートが劣化により破れ、強風により剥がれ飛散する危険性があります。また、屋
上防水シートと同様に高架水槽の電気設備鉄製配線管も劣化により錆が進行し
脱落しています。このままにしておくと、強風により近隣へ飛散するなどの事故や
防水シートに穴が開いていることにより校舎内雨漏りの発生につながりかねない
ため、早急に対応が必要です。
（地方自治法施行令第167条の2第1項5号）

無

機殿・漕代小学校複式化改修修繕 令和5年3月8日 株式会社　北川鉄工建設 1,374,120 1,374,120

なお、この修繕は機殿小学校及び漕代小学校の各2階にある1教室を複式学級授
業へ対応可能な設備を備えた教室へ改修するものです。次年度の機殿小学校に
おいては1、2年生、3、4年生及び5、6年生、また、漕代小学校においては2、3年
生それぞれの合計児童数が16人以下となっています。文部科学省の複式学級編
制基準によると、2学年の合計児童数が16人以下の場合、複式学級にて学級編
成を行わなければなりません。
このまま新年度を迎えるまでに児童数の増加がなければ、令和5年4月から機殿
小学校において1、2年、3、4年及び5、6年生は複式学級で授業を行う必要があ
り、現在複式学級が2教室しかないことから、1教室不足します。また漕代小学校
においては、2、3年生が複式学級となり、新たに複式学級の授業に対応可能な教
室を早急に整備する必要があります。早急に対応可能かつ過去にも同様の修繕
を行った実績のある「株式会社　北川鉄工建設」と契約締結いたしたい。（地方自
治法施行令第167条の2第1項5号）

無

木製児童用机天板再塗装 令和5年2月13日 松阪飯南森林組合 1,759,680 1,759,680

木製児童用机は松阪市の特徴ある独自モデルとして、良質でデザインも魅力的
なことが重要であり、また安全性能やメンテナンス性能についても高く要求される
ものであります。当事業の児童用木製の机・椅子の製品仕様には、地元松阪産
の間伐材の活用を考慮していることから、その良材の安定的な確保に始まり学校
家具の製造供給、保守修繕まで一貫した対応が可能なのは「松阪飯南森林組
合」だけであります。これらのことから、技術と実績を持つ「松阪飯南森林組合」と
契約締結いたしたい。（地方自治法施行令第167条の2第1項2号）

無

所属（課名）



松阪市立豊田小学校消化ポンプ取替修繕 令和4年9月21日 有限会社　清水商会 2,970,000 2,970,000

学校施設における消防設備は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作
動する必要があるため、維持管理が重要であり、また不備事項は速やかに修繕
する必要があります。令和4年8月23日に点検業者による消防設備点検を行った
結果、屋内消火栓設備において不備事項があるとの報告がありました。設備内の
ポンプ室については警盤に警報が出ない状態です。また消火栓については、放
水試験を行った結果規定値0.17MPa以上必要なところ測定値0.11MPaしかなかっ
たため、消火栓ポンプが経年劣化により放水圧力不足の状態になっていることが
それぞれ判明しました。万が一火災が起きた時に、上記の機器に不具合等が起
きていると適切な対応・避難が出来なくなり最悪の事態が発生する可能性がある
ため、早急に対応する必要があります。
「有限会社清水商会」は今年度の小学校消防設備点検保守の実施業者であり、
学校内の消防設備のことを的確に把握していることから迅速かつ確実に修繕する
ことができます。また、保守業者と修繕工事業者を同一にすることで、責任の所在
が明確になることから「有限会社清水商会」と契約締結いたしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項6号）

無

漕代小学校プール濾過機循環ポンプ取替修繕 令和5年2月6日 名古屋水交株式会社 585,200 585,200

なお、この修繕は点検の結果、漕代小学校のプール濾過機の循環ポンプの劣化
により、濾過機制御盤の濾過ポンプの回路が絶縁不良であると判明しました。こ
のままだと漏電により感電および火災の恐れがあるため修繕を行うものです。「名
古屋水交　株式会社」は今年度のプール濾過機の保守点検業務委託業者で修繕
箇所等を的確に把握していることから迅速かつ確実に修繕することができます。
また、保守業者と修繕工事業者を同一にすることで、責任の所在が明確になるこ
とから「名古屋水交株式会社」と契約締結いたしたい。（地方自治法施行令第167
条の2第1項6号）

無

南小学校玄関庇屋上防水修繕 令和4年11月29日 南建設　有限会社 599,500 599,500

この修繕は南小学校の玄関の庇の屋上防水シートを修繕するものです。現在当
該防水シートが劣化によりめくれ上がり、校舎内に雨漏りが発生しているため、早
急に対応が必要です。雨漏りをそのまま放置すると、建物の躯体を痛めることに
なり、建物の寿命を縮めることにも繋がることから、早急な修繕対応が可能かつ
校区内業者である「南建設　有限会社」と契約を締結いたしたい。（地方自治法施
行令第167条の2第1項5号）

無

第四小学校保健室空調機取替修繕 令和4年5月6日 株式会社　日乃出エヤコン 660,000 660,000

なお、この修繕は第四小学校保健室の空調機の故障に対応するものですが、空
調機の設置から20年以上が経過していることから交換部品が無く、機器の取り替
えを行うものです。保健室については、主に体調を崩した児童が利用する部屋で
あるため、室温を適切に管理することができないと、有事の際に適切な看護を行
うことができません。早急な対応が可能な校区内業者である、「株式会社　日乃出
エヤコン」と契約締結いたしたい。（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号）

無



松阪市立小学校消防設備修繕 令和4年11月14日 有限会社　清水商会 1,567,570 1,567,570

令和4年7～8月に市内小学校の消防設備点検を行ったところ、屋内消火栓設備・
自動火災報知設備・消火器具・避難器具・誘導灯及び誘導標識で不具合箇所が
見つかりました。学校施設における消防設備は、いついかなる場合に火災が発生
しても確実に動する必要があるため、維持管理が重要であり、また不備事項は速
やかに修繕する必要があります。「有限会社清水商会」は今年度の小学校消防
設備点検保守の実施業者であり学校内の消防設備のことを的確に把握している
ことから迅速かつ確実に修繕することができます。また、保守業者と修繕工事業
者を同一にすることで、責任の所在が明確になることから「有限会社清水商会」と
契約締結いたしたい。（地方自治法施行令第167条の2第1項6号）

無

殿町中学校第二音楽室間仕切り修繕 令和5年1月25日 磯田建設　株式会社 2,178,000 2,178,000

殿町中学校については、令和5年度から特別支援学級に通う生徒が増加し、特別
支援学級数も3学級から5学級に増える見込みです。このことから、新たに特別支
援学級として使用する教室を設ける必要がありますが、現在第二音楽室として使
用している教室について、間仕切り壁・手摺の設置、段差の解消、電灯移設・取
替等を行うことで対応します。令和5年4月の授業開始前に改修を完了する必要
があるため、緊急的な対応が必要となります。早急な対応が可能であり、かつ校
区内業者である「磯田建設　株式会社」と契約締結いたしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項5号）

無

久保中学校消防設備用揚水ポンプ取替修繕 令和4年12月12日 株式会社　ハヤシコーポレーション 1,189,100 1,189,100

久保中学校の新館の消防設備用揚水ポンプが劣化によりポンプ異常の警報が
発生しています。このポンプは新館屋上にある、消防用の充水槽へ水を給水する
ためのものですが、ポンプが故障していることにより、消火管内へ水が充足され
ず、万が一火災が起きた時に、被害の拡大を食い止めることができないため、早
急に対応する必要があります。また、令和2年度に当該校において、消火管の更
新工事を行っており、消防設備を把握していることから、「株式会社　ハヤシコー
ポレーション」と契約を締結いたしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項5号）

無

松阪市立中学校消防設備修繕 令和4年10月27日 日本報知器三重　株式会社 1,269,400 1,269,400

令和4年7～9月に市内中学校の消防設備点検を行ったところ、自動火災報知設
備・消火器具・防排煙制御設備・誘導灯及び誘導標識で不具合箇所が見つかり
ました。学校施設における消防設備は、いついかなる場合に火災が発生しても確
実に作動する必要があるため、維持管理が重要であり、また不備事項は速やか
に修繕する必要があります。「日本報知機三重株式会社」は今年度の中学校消
防設備点検保守の実施業者であり学校内の消防設備のことを的確に把握してい
ることから迅速かつ確実に修繕することができます。また、保守業者と修繕工事
業者を同一にすることで、責任の所在が明確になることから「日本報知機三重株
式会社」と契約締結いたしたい。（地方自治法施行令第167条の2第1項6号）

無



東部中学校特別支援学級教室改修修繕 令和4年5月6日 株式会社　北川鉄工建設 2,300,943 2,300,943

令和4年より、「いきいき学校プロジェクト」を始動する中で、東部中学校に「ふれあ
い教室」を設置することが決定されました。
「ふれあい教室」は、主に不登校の児童生徒が学習する教室となるため、極力他
の生徒との動線が重ならず、他の生徒用の昇降口とは別の出入口を設ける等の
配慮が必要となることから、検討の結果、現在特別支援学級の教室として使用し
ている2棟西側の端の教室が最適であるとの結論に至りました。そのため、特別
支援学級の教室を多目的教室へ移設させることになりましたが、移設先の教室に
は必要な設備が備わっていないことから、木製棚の撤去、畳スペースの設置、間
仕切り壁設置及び消防器具・照明器具の取替等を行います。
教室の選定が決定したのは4月下旬ですが、可能な限り早期に「ふれあい教室」
を開設する必要があるとのことであるため、早急な修繕対応が可能であり、かつ
校区内業者である「株式会社　北川鉄工建設」と契約締結いたしたい。（地方自治
法施行令第167条の2第1項5号）

無

東部中学校特別支援学級空調機設置修繕 令和4年5月12日 株式会社　日乃出エヤコン 1,287,000 1,287,000

令和4年より、「いきいき学校プロジェクト」を始動する中で、東部中学校に「ふれあ
い教室」を設置することが決定されました。
「ふれあい教室」は、主に不登校の児童生徒が学習する教室となるため、極力他
の生徒との動線が重ならず、他の生徒用の昇降口とは別の出入口を設ける等の
配慮が必要となることから、検討の結果、現在特別支援学級の教室として使用し
ている2棟西側の端の教室が最適であるとの結論に至りました。そのため、特別
支援学級の教室を多目的教室へ移設させることになりましたが、移設先の教室に
は空調機が設置されていないことから、設置を行います。
教室の選定が決定したのは4月下旬ですが、可能な限り早期に「ふれあい教室」
を開設する必要があるため、早急な修繕対応が可能である、「株式会社　日乃出
エヤコン」と契約を締結いたしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項5号）

無

第一小学校他11IP電話の点検手数料契約 令和4年4月4日 イー・ダブリュ・エス株式会社　松阪支店 607,200 607,200
契約業者はIP電話導入業者、または学校内のネットワーク等保守管理業者であ
るため、一社随意契約を行うことといたしたい。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号)

無

鎌田中学校他2校エレベーター保守管理業務委託 令和4年4月1日 三菱電機ビルソリューションズ 3,022,800 3,022,800

契約者は既設エレベーターの納入業者であり、当該機器の遠隔点検や遠隔診
断、遠隔閉じ込め救出や地震発生時の自動診断・復旧等は契約者のシステムを
利用しており、他社で対応できないため、見積競争等は行わないものとする。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び6号による）

有

山室山小学校集中汚水処理に関する契約 令和4年4月1日 山室山団地管理組合 960,000 960,000

学校設置時より地域の山室山団地管理組合法人が管理する集中処理槽へ汚水
を放流していることから、当法人と学校の汚水処理に関して随意契約を締結いた
したい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

無



小学校　自家用電気工作物の保安管理業務 令和4年4月1日 一般財団法人　中部電気保安協会　松阪営業所 7,155,720 7,155,720

一般財団法人中部電気保安協会は、市内に営業所を置き、年間を通じて昼夜を
問わずに訪問できる管理体制を整え、緊急事態には迅速かつ的確な対応ができ
ることとなっており、豊富なスタッフと知識を有していることから、随意契約いたし
たい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

有

中学校　自家用電気工作物の保安管理業務 令和4年4月1日 一般財団法人　中部電気保安協会　松阪営業所 2,686,200 2,686,200

一般財団法人中部電気保安協会は、市内に営業所を置き、年間を通じて昼夜を
問わずに訪問できる管理体制を整え、緊急事態には迅速かつ的確な対応ができ
ることとなっており、豊富なスタッフと知識を有していることから、随意契約いたし
たい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

無

香肌小学校機械警備委託料 令和4年4月1日 イセット株式会社 501,600 501,600

機械警備委託契約については、無人機械警備機器並びに通報装置の設置等が
伴うものであり、おおむね10年間以上の使用に耐えうる設備を指示している。ま
た、業者の変更は、工事期間の警備業務の中断など施設の安全等の維持管理
に問題が生じることもある。以上のような状況から、一社随意契約を行うこととい
たしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

無

飯南中学校機械警備委託料 令和4年4月1日 イセット株式会社 528,000 528,000

機械警備委託契約については、無人機械警備機器並びに通報装置の設置等が
伴うものであり、おおむね10年間以上の使用に耐えうる設備を指示している。ま
た、業者の変更は、工事期間の警備業務の中断など施設の安全等の維持管理
に問題が生じることもある。以上のような状況から、一社随意契約を行うこととい
たしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

無

飯高中学校機械警備委託料 令和4年4月1日 イセット株式会社 554,400 554,400

機械警備委託契約については、無人機械警備機器並びに通報装置の設置等が
伴うものであり、おおむね10年間以上の使用に耐えうる設備を指示している。ま
た、業者の変更は、工事期間の警備業務の中断など施設の安全等の維持管理
に問題が生じることもある。以上のような状況から、一社随意契約を行うこととい
たしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

無

嬉野管内小学校機械警備委託料 令和4年4月1日 イセット株式会社 526,900 526,900

機械警備委託契約については、無人機械警備機器並びに通報装置の設置等を
伴うため、契約業者を変更する場合は、学校運営に支障をきたさないよう長期休
業期間に工事を実施する必要がある。そのため、令和4年4月1日から令和4年8月
31日までの期間は一社随意随契を行い、令和4年9月1日以降については一般競
争入札によって業者を決定することにいたしたい。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

無



第五小学校他６校エレベーター保守管理業務委託 令和4年4月1日 三菱電機ビルソリューションズ 5,227,200 5,227,200

契約者は既設エレベーターの納入業者であり、当該機器の遠隔点検や遠隔診
断、遠隔閉じ込め救出や地震発生時の自動診断・復旧等は契約者のシステムを
利用しており、他社で対応できないため、見積競争等は行わないものとする。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び6号による）

有

小学校（第一小他30校）ファクシミリ借上 令和4年4月1日 有限会社　岡井博進堂 1,104,840 1,104,840

当該物件については、平成20年9月1日より60ヶ月の耐久期間を もって、賃貸借
契約にて導入していた物件であるが、機器の使用状況が良好であり暫くの間使
用に耐えうると判断されることや、入札等に付するよりも契約金額の抑制が図れ
ることから、１社随意契約を行うものである。（地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号による）

無


